
訪問看護（医療保険）利用契約書 

 

 

 

 

訪問看護ステーションきよみ 

静岡市清水区興津東町１８２９ 

   電話 ０５４－３６０－４１０１ 

ＦＡＸ０５４－３６０－４８７２ 
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（以下、「利用者」といいます）と訪問看護ステーションきよみ

（以下、「事業者」といいます）は、事業者が利用者に対して行う訪問看護について、次の

とおり契約します。 

 

（契約の目的） 

第１条 事業者は、高齢者医療確保法及び健康保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むこ

とができるよう、また安心して在宅療養生活ができるよう訪問看護を提供します。

利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 

 

（契約期間） 

第２条 この契約の契約期間は、契約締結の日から利用者の健康保険証の有効期間満了日

までとします。 

但し、契約満了の２日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約   

終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

（訪問看護計画） 

第３条 事業者は、利用者の健康状態や日常生活全般の状況および希望、主治医の指示等

を踏まえて、「訪問看護計画書」を作成します。事業者は「訪問看護計画書」を     

利用者およびその家族等に交付し、内容を説明します。 

２ 事業者は、利用者が心身の状態等の変化によりサービスの内容や提供方法等の  

変更を希望する場合、変更等の対応を行います。 

 

（訪問看護の実施） 

第４条 事業者は、職員を利用者の居宅に派遣し、「訪問看護計画書」に定めた内容の訪問

看護サービスを提供します。 

２ 事業者は、訪問看護サービスの提供にあたり主治医や居宅介護支援事業者（また

は包括支援センター）、保健・医療・福祉サービスを提供する者と綿密な連携に  

努めます。 

３ 事業者は、利用者が訪問看護の回数等の変更を希望する場合は、連絡調整等の   

援助を行います。 

４ 事業者の職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者および家族等か

ら提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。 

５ 事業者は、訪問看護（介護予防訪問看護）サービスを提供した際には、サービス

提供記録書を作成し、訪問看護の内容等を記録します。 

６ 事業者は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれ

に応じます。但し、その他の者に対しては、利用者の承諾ならびにその他必要と

認められる場合に限り、これに応じます。 
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（緊急時の対応） 

第５条 事業者は、訪問看護サービス中に利用者の病状に急変や緊急事態が生じた時は、

速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。主治医への連絡が困難な場合

は、緊急搬送等の必要な処置を行います。 

２ 事業者は、24 時間連絡体制による相談の利用者に対して、利用者またはその家族

等からの 電話相談に対応するとともに、必要に応じて緊急時訪問し必要な援助を

行います。 

 

（秘密の保持） 

第６条 事業者は、サービス提供する上で知りえた利用者またはその家族の情報について

は、利用者の生命・身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合を除き、   

契約中および契約終了後も第三者に漏らしません。 

２ 前項にかかわらず、あらかじめ文書により利用者またはその家族の同意を得た 

場合は、一定の条件下で個人情報を使用できるものとします。 

 

（利用料金） 

第７条 利用者および家族等は、事業者に対しサービスに要した費用として重要事項説明

書の料金体系に基づいたサービス利用料金から医療保険給付額を差し引いた 

差額分および、利用者が個別に利用したその他の利用料金を支払うものとします。 

２ 利用料金のうち、診療報酬体系の変更があった場合、事業者はサービス利用料金

を変更することができるものとします。その際には、事業者は文書を交付して  

説明します。 

３ 利用者は訪問看護のサービスに要した費用については、利用者・連帯保証人もし

くはその関係者が、連帯で責任を持って支払うものとします。 

 

（契約の終了） 

第８条 利用者および家族等は、事業者に対し文書で通知することにより、この契約を  

解約することができます。本契約が終了する場合には、事業者は主治医や保健・

福祉サービスを提供する者等との連携等の必要な援助を行ないます。 

２ 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、この契約を  

解約することができます。 

①   利用者の利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも 

かかわらず 7 日以内に支払わない場合 

②   利用者またはその家族等が事業者や職員に対して、この契約を継続し難いほどの 

背信行為を行った場合 

３  次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

   ①  利用者が死亡した場合 

 

(サービスの中止) 

第９条   天災、災害、事業者・設備の故障、その他やむを得ない理由により、サービスの      

継続が困難になった場合、事業者は利用者に対するサービス提供の義務を負い 

ません。 
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（要望または苦情対応） 

第 10条  事業者は、利用者および家族等からの要望、苦情に対応する窓口を設置して適切

に対応します。 

 

（賠償責任） 

第 11条 事業者は、サービス提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用

者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償

します。但し、事業者に故意・過失がない場合はこの限りではありません。 

 

（協議事項） 

第 12条 本契約に定めのない事項については、健康保険法令その他諸法令の定めるところ

に従い、利用者および事業者の協議により定めます。 

 

 

 

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名押印のうえ、    

各１通ずつ保有するものとします。 

 

 

令和  年  月  日 

 

〈事 業 者〉  事業者名   訪問看護ステーションきよみ 

      住  所  静岡市清水区興津東町１８２９ 

      管理者名  成本 志保子      印 

 

 

〈利 用 者〉  住    所 

 

氏    名              印 

 

 

〈連帯保証人〉  住    所 

 

氏    名              印 
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訪問看護ステーションきよみ重要事項説明書 
（令和７年４月１日現在） 

 

あなたに対する訪問看護サービスの提供開始に当たり、当事業者が説明すべき重要事項

は次のとおりです。 

 

１．事業者概要 

法 人 名 静岡県厚生農業協同組合連合会 

所 在 地 静岡県静岡市駿河区曲金三丁目 8番 1号 

電 話 番 号 ０５４－２８４－９８４３ 

代 表 者 氏 名 代表理事理事長 荒田 庄治 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 訪問看護ステーションきよみ 

開 設 年 月 平成１２年１１月１日 

所 在 地 
静岡県静岡市清水区興津東町１８２９  

介護老人保健施設きよみの里 

電 話 番 号 （０５４）３６０－４１０１ 

管 理 者 氏 名 成本 志保子 

介護保険指定番号 予防訪問看護 訪問看護（２２６３２９００６２号） 

サービス提供地域 静岡市清水区 

営 業 日 

月曜日から土曜日（第 2・第 4・第 5 土曜日、国民の祝日、年末年始

[12月 30日から 1月 3日]、開設記念日、その他理事長の定めた日を

除く） 

営 業 時 間 
８：３０から１７：００（土曜日は１２：３０まで） 

必要に応じて時間外の対応をします 

 

３．事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的 

在宅で療養される方々が、その持てる能力に応じ自立した日常生活が

送れるよう、療養の世話または必要な診療の補助を行うことにより、

生活を支援し、心身の機能の維持・回復を図ることを目的とします。 

運 営 方 針 
ひとりひとりを大切にしたケアサービスを提供し、保険・医療・福祉

と連携して、地域の人々が安心して暮らせるようお手伝いします。 

 

４．職員の体制 

資  格 常勤専任 非常勤専任 常勤兼任 合 計 

看護師 ７名   ７名 

ﾘﾊﾋﾞﾘ職種 ３名 １名 
理学療法士 

 

作業療法士 

 

言語聴覚士 

１名 
５名 
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５．訪問看護サービスの内容 

サービス項目 内    容 

健康状態の観察と助言 
健康のチェックと助言（血圧・体温・脈拍・呼吸） 

特別な病状の観察と助言、心の健康チェックと助言 

日常生活の看護 
清潔・食生活・排泄のケア、療養環境の整備、寝たきり予防 

コミュニケーションの援助 

リハビリテーションの 

看護 

体位変換、関節などの運動や動かし方の指導、肺理学療法 

日常生活動作の訓練（食事・排泄・移動・入浴・歩行など） 

福祉用具の利用相談、言語障害コミュニケーションの援助 

生活の自立・社会復帰への支援 

精神・心理的な看護 
不安な精神・心理状態のケア、生活リズムの調整 

事故防止・服薬・リラックスのためのケア 

認知症の看護 
認知症状に対する看護・介護相談、生活リズム調整 

コミュニケーションの援助、事故防止のケア 

検査・治療促進のための 

看護 

病気への看護と療養生活の相談、床ずれ・その他創部の処置 

医療機器や器具使用者のケア、服薬指導・管理 

その他、主治医の指示による処置・検査 

療養環境のアドバイス 住宅改修の相談、療養環境の整備、福祉用具導入のアドバイス 

介護者の相談 
介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談 

精神的支援、患者会・家族会・相談窓口の紹介 

ケアサービス(社会資源)

の相談 

在宅サービスや保健・福祉サービス紹介、各種サービス提供機関との

連絡・調整 

ターミナルケア 
痛みのコントロール、療養生活の援助、療養環境の調整 

看取りの体制への相談・アドバイス、本人・家族の精神的支援 

その他 介護保険に関する相談サービス提供事業者、介護支援専門員との連携等 

 

６．サービス利用に関する留意事項 

（１）サービス提供の開始に際しては、主治医より訪問看護指示書の交付を受けて行い

ます。訪問看護の指示書の交付には、主治医の医療機関から医療費の請求があり

ます。訪問看護の指示期間が終了した場合、利用の終了の申し出がない限り再交

付の手続きを行います。 

（２）病状の変化や緊急時は、主治医へ連絡し指示を受けます。また訪問看護報告書を

毎月作成し、主治医との連携を図ります。 

（３）サービス提供にあたっては「訪問看護計画書」作成し、複数のサービス担当者が

交代でサービスを提供します。 

（４）２４時間相談体制と緊急時訪問看護のご利用の場合は、いつでもご相談ください。

必要に応じ対応いたします。 

（５）利用者の都合、入院または介護保険施設へ入所等により、訪問看護の予定日時を

変更・中止する場合には、速やかにご連絡ください。 
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（６）サービス利用に際し、健康保険証・介護保険証等を確認いたします。保険証に変

更があった場合には事業者にご提示ください。保険証に記載された自己負担金額

と別紙その他利用料を、翌月現金でお支払いいただきます。 

（７）訪問看護に当たり、感染予防の観点から、サービス提供前後に洗面所等を使用さ

せていただきます。その際使用するタオル等は職員が持参いたします。 

（８）サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用さ

せていただきます。また、緊急時に主治医等に連絡する電話等も使用させていた

だきます。 

（９）当事業所は、看護学校等の実習機関となっています。サービス担当者に同行させ

ていただけますようご協力をお願いいたします。 

（10）理学療法士等の訪問の適正化 

   理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテー

ションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問でありま

す。訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に当たり訪問看護サービスの利用

開始時や利用者の状態の変化等に合わせた適切な評価を行うため看護職員が定期

的に訪問をさせていただきます。 

 

７．利用料金 

各医療保険証に明記された割合分が自己負担額となります。 

利用料金は月毎に計算し、１ヶ月分をまとめて翌月初旬に請求書をお渡しします。 

JA しみずの口座振替は翌月 20 日、その他の金融機関の口座振替は翌月 27 日となり  

ます。振替前日までに口座へのご準備をお願いします。入金確認後、領収書をお渡し

します。 

 

８．苦情等の相談窓口 

訪問看護に関する要望・苦情等は、サービス担当者へお申し出ください。 

また、管理者までお寄せいただければ、速やかに対応いたします。 

（電話０５４－３６０－４１０１ 成本志保子） 

当事業所に対する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。 

介護老人保健施設きよみの里 よろず相談（電話０５４－３６９－７７００） 

 

９．災害時の対応 

     震度４強以上の地震、地震警戒警報、大雨・暴風雪による避難指示が出た場合等、 

甚大な災害が予測される場合は安全を確認できてから訪問の判断をいたします。 

また、訪問中に前述の状況が発生した場合は直ちに業務を中断し、事業所に参集す 

ることとしています。そのため予定されている訪問を急遽取りやめる可能性があり 

ます。通信障害がある場合はやむをえず連絡なしで訪問を中止させていただく場合 

がありますのでご承知おき下さい。 
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10. 虐待の防止等 

当事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢

者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通報させていただきます。 

 

11．緊急連絡先 ： 別紙にて記載 

 

 

令和  年  月  日 

 

当事業者は、訪問看護サービスの提供開始に当たり、重要事項説明書に基づいて、訪問

看護のサービス内容および重要事項を説明しました。 

 

〈事  業  者〉  住  所  静岡市清水区興津東町１８２９ 

事業所名  訪問看護ステーションきよみ 

説 明 者  成本 志保子     印 

 

 

 

 

私は、重要事項説明書に基づいて訪問看護サービス内容及び重要事項の説明を受け  

訪問看護を利用します。また市町村の実施する保健・福祉サービスとの連携に同意します。 

 

特別な管理の該当の有無                □該当する    □該当しない 

緊急時訪問看護の利用希望の有無        □該当する    □該当しない 

実習の受け入れ承諾の有無              □該当する    □該当しない 

 

 

〈利 用 者〉 氏  名             印 

 

〈連帯保証人〉 氏  名             印 
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（訪問看護ステーションの別表） 

当事業所における利用者様にかかる個人情報の利用目的 

当訪問看護ステーションでは、利用者（患者）様の権利としてのプライバシー保護に    

十分配慮しています。 

また、利用者（患者）様から知り得た訪問看護情報を利用するにあたり、以下のとおり

利用目的を特定し公表いたしますのでご了承ください。 

なお、下記利用についても利用者（患者）様のご意思に反する場合は、その申し出によ

り利用することはありません。「苦情相談窓口責任者（管理者）」までご相談ください。 

 

１．訪問看護サービスの利用者（患者）様への訪問看護の提供に必要な利用目的 

（１）訪問看護ステーション内部での利用に係る事例 

①訪問看護サービスの利用者（患者）様に提供する訪問看護サービス 

②訪問看護に係る保険事務 

③利用者（患者）様に係る当訪問看護ステーションの管理運営業務のうち、 

－利用開始終了等の管理 

－会計・経理 

－事故等の報告 

－利用者（患者）様の訪問看護サービスの向上 

（２）他の事業者への情報提供を伴う事例 

①訪問看護ステーションが利用者（患者）様に提供する訪問看護サービスのうち、 

－利用者（患者）様に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介

護支援事業所との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

－主治医、他病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者

等との連携 

－その他の委託業務 

－家族等への心身の状況説明 

② 訪問看護に係る保険事務のうち、 

－保険事務の委託 

－審査支払機関へのレセプトの提出 

－審査支払機関または保険者からの照会への回答 

   ③損害賠償保険などに係る保険会社への相談又は届出等 

２．上記以外の利用目的 

（１）訪問看護ステーション内部での利用に係る事例 

①訪問看護ステーションの管理運営業務のうち、 

－訪問看護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

－当看護ステーション内において行われる学生等の実習への協力 

－当訪問看護ステーション内において行われる症例研究 

（２）他の事業所等への情報提供を伴う事例 

   ①外部監査機関への情報提供 

   ②関係法令等に基づく行政機関への報告等 


